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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素領域を有する液晶表示パネルであって、
　基板上の前記複数の画素領域内に配置される反射層と、
　前記基板に対向して配置される対向基板と、
　前記対向基板上に配置され、淡色部および前記淡色部よりも光濃度が高い濃色部を有す
る着色層とを備え、
　前記淡色部は前記反射層と平面的に重なる位置に配置され、
　前記濃色部は前記画素領域内の前記反射層のない開口部の領域と平面的に重なる位置に
配置され、
　前記淡色部の一部は、前記画素領域内の前記反射層のない開口部の領域と平面的に重な
る位置にも配置されており、当該淡色部の一部は、前記開口部の外周部分に配置されてい
る
　ことを特徴とする液晶表示パネル。
【請求項２】
前記淡色部と前記濃色部は、少なくとも一部において相互に重なり合っていることを特徴
とする請求項１に記載の液晶表示パネル。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の液晶表示パネルを備えることを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は液晶表示パネル及び電子機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、外光を利用した反射型表示と、バックライト等の照明光を利用した透過型表示
とのいずれをも視認可能とした反射半透過型の液晶表示パネルが知られている。この反射
半透過型の液晶表示パネルは、そのパネル内に外光を反射するための反射層を有し、この
反射層をバックライト等の照明光を透過することができるように構成したものである。こ
の種の反射層としては、液晶表示パネルの画素毎に所定割合の開口部（スリット）を備え
たパターンを持つものがある。
【０００３】
図１１は、従来の反射半透過型の液晶表示パネル１００の概略構造を模式的に示す概略断
面図である。この液晶表示パネル１００は、基板１０１と基板１０２とがシール材１０３
によって貼り合せられ、基板１０１と基板１０２との間に液晶１０４を封入した構造を備
えている。
【０００４】
基板１０１の内面上には、画素毎に開口部１１１ａを備えた反射層１１１が形成され、こ
の反射層１１１の上に着色層１１２ｒ，１１２ｇ，１１２ｂ及び保護膜１１２ｐを備えた
カラーフィルタ１１２が形成されている。カラーフィルタ１１２の保護膜１１２ｐの表面
上には透明電極１１３が形成されている。
【０００５】
一方、基板１０２の内面上には透明電極１２１が形成され、対向する基板１０１上の上記
透明電極１１３と交差するように構成されている。なお、基板１０１上の透明電極１１３
上、及び、基板１０２上の透明電極１２１の上には、配向膜や硬質透明膜などが必要に応
じて適宜に形成される。
【０００６】
また、上記の基板１０２の外面上には位相差板（１／４波長板）１０５及び偏光板１０６
が順次配置され、基板１０１の外面上には位相差板（１／４波長板）１０７及び偏光板１
０８が順次配置される。
【０００７】
以上のように構成された液晶表示パネル１００は、携帯電話、携帯型情報端末などの電子
機器に設置される場合、その背後にバックライト１０９が配置された状態で取り付けられ
る。この液晶表示パネル１００においては、昼間や屋内などの明るい場所では反射経路Ｒ
に沿って外光が液晶１０４を透過した後に反射層１１１にて反射され、再び液晶１０４を
透過して放出されるので、反射型表示が視認される。一方、夜間や野外などの暗い場所で
はバックライト１０９を点灯させることにより、バックライト１０９の照明光のうち開口
部１１１ａを通過した光が透過経路Ｔに沿って液晶表示パネル１００を通過して放出され
るので、透過型表示が視認される。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の液晶パネルにおいて、液晶表示の色を調整する場合には、所望
の表示色が得られるように顔料等の着色材の量を微妙に変えた感光剤を調製する必要があ
るため、材料コストが増大するとともに、調製作業に大きな労力が必要になるという問題
点がある。特に、上記のような反射半透過型の液晶表示パネルにおいては、透過型表示の
色と反射型表示の色とが相互に異なることとなるため、透過型表示と反射型表示の色調を
共に最適状態にすることは不可能であり、両表示色を適度に妥協して設定する必要がある
ので、表示品位を高めることが難しいとともに、上記の色の調整作業は製造時において大
きな負担となっている。
【０００９】
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また、上記反射経路Ｒでは光がカラーフィルタ１１２を往復２回通過するのに対し、上記
透過経路Ｔでは光がカラーフィルタ１１２を一度だけ通過するため、反射型表示の彩度に
対して透過型表示における彩度が悪くなるという問題点がある。すなわち、反射型表示で
は一般的に表示の明るさが不足しがちであるので、カラーフィルタ１１２の光透過率を高
く設定して表示の明るさを確保する必要があるが、このようにすると、透過型表示におい
て十分な彩度を得ることができなくなる。さらに、上記のように反射型表示と透過型表示
とにおいては光がカラーフィルタを通過する回数が異なるので、反射型表示の色彩と、透
過型表示の色彩とが大きく異なってしまうため、違和感を与えるという問題点もある。
【００１０】
そこで本発明は上記問題点を解決するものであり、その課題は、カラーフィルタの色を調
整する場合に、低コストで、しかも容易に高レベルの色調整を行うことのできる方法及び
構造を提供することにある。また、反射型表示と透過型表示の双方を可能にする表示装置
に用いた場合に、反射型表示の明るさと透過型表示の彩度とを共に確保することの可能な
電気光学装置用基板及び反射半透過型の電気光学装置を提供することにある。さらに、反
射型表示と透過型表示との間の色彩の差異を低減することのできる表示技術を実現するこ
とを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために本発明の液晶表示パネルは、複数の画素領域を有する液晶表
示パネルであって、基板上の前記複数の画素領域内に配置される反射層と、前記基板に対
向して配置される対向基板と、前記対向基板上に配置され、淡色部および前記淡色部より
も光濃度が高い濃色部を有する着色層とを備え、前記淡色部は前記反射層と平面的に重な
る位置に配置され、前記濃色部は前記画素領域内の前記反射層のない開口部の領域と平面
的に重なる位置に配置され、前記淡色部の一部は、前記画素領域内の前記反射層のない開
口部の領域と平面的に重なる位置にも配置されており、当該淡色部の一部は、前記開口部
の外周部分に配置されていることを特徴とする。
　この構成によれば、淡色部と濃色部とを有する着色層において、濃色部が少なくとも前
記画素領域内の反射層のない領域に配置されていることにより、前記画素領域内の反射層
のない領域を通過する光が濃色部及び淡色部の一部を透過することとなるので、従来より
も透過光の彩度を向上させることができ、また、反射型表示と透過型表示との彩度や色相
の相異を低減することができる。
【００３０】
本発明において、前記淡色部と前記濃色部とは、少なくとも一部において相互に重なり合
っていることが好ましい。
【００７１】
【発明の実施の形態】
次に、添付図面を参照して本発明に係る電気光学装置用基板及び電気光学装置並びにこれ
らの製造方法の実施形態について詳細に説明する。
【００７２】
［第１実施形態］
図１は、本発明に係る電気光学装置用基板の第１実施形態である基板２０１及びこの電気
光学装置用基板を用いた電気光学装置の第１実施形態である液晶表示パネル２００を模式
的に示す概略断面図である。
【００７３】
この液晶表示パネル２００は、ガラスやプラスチック等からなる基板２０１と基板２０２
とがシール材２０３を介して貼り合わせられ、内部に液晶２０４が封入されてなる。基板
２０２、この基板２０２上に形成された透明電極２２１、位相差板２０５，２０７、偏光
板２０６，２０８は図１１に示す上記従来例と全く同様である。
【００７４】
本実施形態においては、基板２０１の内面上に従来例と同様に開口部２１１ａを備えた反
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射層２１１が形成されている。この反射層２１１は、アルミニウム、アルミニウム合金、
銀合金などの薄膜で形成することができる。開口部２１１ａは、基板２１０の内面に沿っ
て縦横にマトリクス状に配列設定された画素Ｇ毎に、当該画素Ｇの全面積を基準として所
定の開口率（例えば１０～３０％）を有するように形成されている。
【００７５】
図６には、上方から基板２０１を見た平面図を示す。この開口部２１１ａは、例えば図９
に点線の引き出し線にて示すように平面視矩形に構成され、画素Ｇのほぼ中央部に画素Ｇ
に１箇所ずつ形成されている。ただし、開口部２１１ａの位置や開口部形状は任意であり
、また、開口部２１１ａの数も任意であり、本実施形態とは異なり画素毎に複数の開口部
が設けられていても構わない。
【００７６】
上記反射層２１１の上には、例えば原色系のカラーフィルタの場合にはＲ（赤）、Ｇ（緑
）及びＢ（青）の３色からなる着色層２１２ｒ，２１２ｇ，２１２ｂが、例えば公知のス
トライプ配列、デルタ（トライアングル）配列、斜めモザイク（ダイヤゴナル）配列など
の適宜の配列態様（図６にはストライプ配列のカラーフィルタを示す。）で画素Ｇ毎に配
列されている。ここで、画素Ｇの間には、着色層２１２ｒ，２１２ｇ，２１２ｂが相互に
重ねあわされて遮光性を呈する重ね遮光部２１２ＢＭが形成される。ここで、各着色層２
１２ｒ，２１２ｇ，２１２ｂは、重ね遮光部２１２ＢＭの部分を除いて基本的に表面がほ
ぼ平坦に構成されている。
【００７７】
図１（Ａ）及び（Ｂ）は、１画素内の構造例を拡大して示すものである。各着色層２１２
ｒ，２１２ｇ，２１２ｂには、上記反射層２１１の開口部２１１ａ上に濃色部２１２ｃが
設けられ、この濃色部２１２ｃ以外の部分は、濃色部２１２ｃよりも光濃度の小さい、淡
色の淡色部２１２ｄとなっている。高い光濃度を有する濃色部２１２ｃは、例えば透光性
樹脂中に分散された顔料や染料等の着色材の濃度が淡色部２１２ｄ中の濃度よりも高くな
るように構成されている。
【００７８】
上記着色層２１２ｒ，２１２ｇ，２１２ｂ及び重ね遮光部２１２ＢＭの上には、透明樹脂
等からなる保護膜２１２ｐが形成される。この保護膜２１２ｐは、着色層を工程中の薬剤
等による腐食や汚染から保護するとともに、カラーフィルタ２１２の表面を平坦化するた
めのものである。
【００７９】
カラーフィルタ２１２の上には、ＩＴＯ（インジウムスズ酸化物）等の透明導電体からな
る透明電極２１３が形成される。この透明電極２１３は本実施形態においては複数並列し
たストライプ状に形成されている。また、この透明電極２３１は上記基板２０２上に同様
にストライプ状に形成された透明電極２２１に対して直交する方向に伸び、透明電極２１
３と透明電極２２１（図６に一点鎖線で示す。）との交差領域内に含まれる液晶表示パネ
ル２００の構成部分（反射層２１１、カラーフィルタ２１２、透明電極２１３、液晶２０
４及び透明電極２２１における上記交差領域内の部分）が画素Ｇを構成するようになって
いる。
【００８０】
本実施形態では、着色層２１２ｒ，２１２ｇ，２１２ｂのうち少なくとも一色において、
図１（Ａ）に示すように、開口部２１１ａ上に濃色部２１２ｃの配置されていない領域が
存在し、この領域に淡色部２１２ｄが配置されている。換言すれば、淡色部２１２ｄの一
部が開口部２１１ａ上にも配置されている。より具体的には、開口部２１１ａの外周部分
において濃色部の代わりに淡色部が形成されている。
【００８１】
また、着色層２１２ｒ，２１２ｇ，２１２ｂのうち少なくとも一色において、図１（Ｂ）
に示すように、反射層２１１上に淡色部２１２ｄの配置されていない領域が存在し、この
領域に濃色部２１２ｃが配置されていてもよい。換言すれば、濃色部２１２ｃの一部が反
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射層２１１上にも配置されていてもよい。
【００８２】
本実施形態においては、上記着色層２１２において、反射層２１１の開口部２１１ａの上
方に、他の部分よりも高い光濃度を有する、濃色の濃色部２１２ｃが形成されていること
により、各着色層２１２ｒ，２１２ｇ，２１２ｂの濃色部２１２ｃを通過する光の彩度は
高くなり、その他の淡色部２１２ｄを通過する光の彩度は相対的に低くなる。
【００８３】
この液晶表示パネル２００においては、反射型表示がなされる場合には反射経路Ｒに沿っ
て光が通過して視認され、透過型表示がなされる場合には透過経路Ｔに沿って光が通過し
て視認される。このとき、反射経路Ｔにおいてカラーフィルタ２１２は従来と同様に作用
するが、透過経路Ｔは反射層２１１の開口部２１１ａを通るので、透過光は着色層２１２
ｒ，２１２ｇ，２１２ｂの濃色部２１２ｃを通過することとなり、その結果、透過型表示
における彩度が図１１に示す従来構造の場合よりも向上する。
【００８４】
したがって、本実施形態においては、カラーフィルタ２１２における反射層２１１の開口
部２１１ａに対して平面的に重なる位置に濃色部２１２ｃを形成することにより、反射型
表示の明るさを損なうことなく、透過型表示の彩度を向上させることが可能になる。特に
、反射型表示と、透過型表示との間の色彩の相違を従来よりも低減することができる。
【００８５】
ここで、上記濃色部２１２ｃは、濃色部２１２ｃとその他の淡色部との厚さが等しい場合
には、同じ光を濃色部と２倍の厚さの淡色部とに透過させた場合に相互にほぼ等しい色彩
が得られるように構成されていることが好ましい。このとき、本明細書では、濃色部２１
２ｃの色濃度が淡色部２１２ｄの２倍であるということとする。この色濃度の表現を用い
ると、より具体的には、濃色部の色濃度は淡色部の１．４倍～２．６倍の範囲内であるこ
とが好ましく、特に１．７倍～２．３倍の範囲内であることが望ましい。このようにする
と、反射型表示の彩度と、透過型表示の彩度との差異をさらに低減し、両表示間の色彩の
相違をさらに低減できる。
【００８６】
また、本実施形態においては、着色層２１２ｒ，１２１ｇ，２１２ｂに、平面的に淡色部
２１２ｄと濃色部２１２ｃとが配列されていることにより、着色層２１２ｒ，２１２ｇ，
２１２ｂの表面（図示上面）の凹凸を小さくすることができ、特に、淡色部２１２ｄと濃
色部２１２ｃとを同じ厚さにすることによって着色層を平坦に形成することが可能になる
。したがって、カラーフィルタ２１２の表面の平坦性を向上させることができるので、液
晶表示パネルの表示品位を高めることが可能になる。
【００８７】
本実施形態では、上記のように反射型表示を明るくし、透過型表示の彩度を高めるように
しているが、通常、それぞれの表示の色を搭載機器の設定やバックライトの光量などに応
じて適宜に調整する必要が生ずる。この場合、従来は、着色層の素材（感光性樹脂など）
に含まれる染料や顔料等の着色材の濃度を調整して、所望の色調を得るようにしていた。
ところが、このように着色材の濃度を調整する方法では、着色材の濃度調整を施した新た
な素材（感光性樹脂）を調製した後に実際に試作を行ってみないと所望の色調が得られる
か否かを確認することができず、材料コストや確認の手間がかかるという問題点があった
。
【００８８】
そこで、本実施形態では、図１（Ａ）に示すように、開口部２１１ａ上の領域において濃
色部２１２ｃと淡色部２１２ｄの双方が存在するように構成することにより、その開口部
２１１ａ上の領域の領域において濃色部２１２ｃと淡色部２１２ｄの双方の寄与によって
透過型表示の色調が決定されることとなるので、開口部上の領域における濃色部２１２ｃ
の形成面積と淡色部２１２ｄの形成面積の少なくとも一方を変えることにより、透過型表
示の色を調整することが可能になる。この場合、図１０に示すｘ－ｙ色度図において、Ｒ
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ＧＢの各色について、それぞれ丸印で示す濃色部２１２ｃの色調と、角印で示す淡色部２
１２ｄの色調との間の図示一点鎖線で示す範囲の色調を透過型表示の色調として得ること
が可能になる。
【００８９】
また、図１（Ｂ）に示すように、反射層２１１上の領域において濃色部２１２ｃと淡色部
２１２ｄの双方が存在するように構成することにより、その反射層２１１上の領域におい
て濃色部２１２ｃと淡色部２１２ｄの双方の寄与によって透過型表示の色調が決定される
こととなるので、反射層上の領域における濃色部２１２ｃの形成面積と淡色部２１２ｄの
形成面積の少なくとも一方を変えることにより、反射型表示の色調を調整することが可能
になる。この場合、図１０に示すｘ－ｙ色度図において、ＲＧＢの各色について、それぞ
れ丸印で示す濃色部２１２ｃの色調と、角印で示す淡色部２１２ｄの色調との間の図示一
点鎖線で示す範囲の色調を反射型表示の色調として得ることが可能になる。
【００９０】
なお、図１（Ａ）又は（Ｂ）に示す態様は、必要に応じて、複数の色調のうちの少なくと
も一色について行われる。また、上記態様では、開口部上と反射層上のいずれか一方にお
いてのみ淡色部と濃色部とが共存したものを示しているが、開口部上と反射層上の双方に
おいて淡色部と濃色部とが共存していても構わない。この場合には、反射型表示と透過型
表示の双方の色調を共に調整することが可能になる。
【００９１】
［第２実施形態］
次に、図２を参照して、本発明に係る第２実施形態の電気光学装置用基板３０１及び液晶
表示パネル３００について説明する。この実施形態においては、上記第１実施形態と同様
に構成された基板３０１，３０２、シール材３０３、液晶３０４、透明電極３１３，３２
１、位相差板３０５，３０７、偏光板３０６，３０８を備えているので、これらの説明は
省略する。
【００９２】
本実施形態においては、基板３０１の表面に、開口部３１１ａを有する反射層３１１が設
けられ、この反射層３１１の上に着色層３１２ｒ，３１２ｇ，３１２ｂが画素毎に形成さ
れている。これらの各着色層は、開口部３１１ａをも覆うように画素全体に形成されてい
る。この着色層は、上記反射層３１１の上において画素全体に亘って形成された淡色部３
１２ｄ（図２（Ａ）又は（Ｂ）参照）と、この淡色部３１２ｄの上に積層され、淡色部と
同じ色相で淡色部よりも高い色濃度を備えた濃色部３１２ｃとにより構成されている。
【００９３】
本実施形態では、図２（Ａ）に示すように、開口部３１１ａ上に、濃色層３１２ｃの配置
されていない領域が存在している。このように構成されていることによって、開口部３１
１ａ上には、濃色層３１２ｃと淡色層３１２ｄとが重なっている領域と、淡色層３１２ｄ
のみが配置されている領域とが存在することとなるので、濃色層３１２ｃの形成面積を変
えることによって、透過型表示の色調を調整することが可能になっている。
【００９４】
また、図２（Ｂ）に示すように、濃色層３１２ｃの一部が反射層３１１上にも配置されて
いてもよい。この場合には、反射層３１１上には、濃色層３１２ｃと淡色層３１２ｄとが
重なっている領域と、淡色層３１２ｄのみが配置されている領域とが存在することとなる
ので、濃色層３１２ｃの形成面積を変えることによって、反射型表示の色調を調整するこ
とが可能になっている。
【００９５】
本実施形態では、淡色部と濃色部３１２ｃとの積層構造によって着色層３１２ｒ，３１２
ｇ，３１２ｂが構成されているので、反射経路Ｒにおいては第１実施形態と同様に淡色部
のみを光が透過するが、透過経路Ｔにおいては第１実施形態と異なり淡色部と濃色部３１
２ｃの双方を光が透過する。したがって、第１実施形態の場合と同様に透過型表示の彩度
が向上し、反射型表示と透過型表示の色彩の差異を低減することができる。この場合、透
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過光は淡色部と濃色部の双方を透過するように構成されているので、本実施形態では濃色
部３１２ｃの厚さを第１実施形態の濃色部の厚さよりも低減することができる。例えば、
濃色部の光濃度が淡色部の２場合である場合、第１実施形態と等価な光学的特性を本実施
形態において得るには、濃色部３１２ｃの厚さを淡色部の厚さの半分にすればよい。
【００９６】
なお、図２（Ａ）又は（Ｂ）に示す態様は、必要に応じて、複数の色調のうちの少なくと
も一色について行われる。また、上記態様では、開口部上と反射層上のいずれか一方にお
いてのみ淡色部と濃色部とが共存したものを示しているが、開口部上と反射層上の双方に
おいて淡色部と濃色部とが共存していても構わない。この場合には、反射型表示と透過型
表示の双方の色調を共に調整することが可能になる。
【００９７】
［第３実施形態］
次に、図３を参照して、本発明に係る第３実施形態の電気光学装置用基板４０１及び液晶
表示パネル４００について説明する。この実施形態においても、上記第１実施形態と同様
に構成された基板４０１，４０２、シール材４０３、液晶４０４、透明電極４１３，４２
１、位相差板４０５，４０７、偏光板４０６，４０８を備えているので、これらの説明は
省略する。
【００９８】
また、上記実施形態と同様に、本実施形態においても、基板４０１上に開口部４１１ａを
備えた反射層４１１が形成され、その上に直接に着色層４１２ｒ，４１２ｇ，４１２ｂ、
重ね遮光部４１２ＢＭ及び保護膜４１２ｐからなるカラーフィルタ４１２が形成されてい
る。
【００９９】
この実施形態においては、基板４０１上には上記着色部の一部を構成する濃色部４１２ｃ
が形成され、この濃色部４１２ｃの上に当該濃色部よりも光濃度の小さい、淡色の淡色部
４１２ｄ（図３（Ａ）又は（Ｂ）参照）が画素全体に形成されている。
【０１００】
本実施形態では、図３（Ａ）に示すように、開口部４１１ａ上に、濃色層４１２ｃの配置
されていない領域が存在している。このように構成されていることによって、開口部４１
１ａ上には、濃色層４１２ｃと淡色層４１２ｄとが重なっている領域と、淡色層４１２ｄ
のみが配置されている領域とが存在することとなるので、濃色層４１２ｃの形成面積を変
えることによって、透過型表示の色調を調整することが可能になっている。
【０１０１】
また、図３（Ｂ）に示すように、濃色層４１２ｃの一部が反射層４１１上にも配置されて
いてもよい。この場合には、反射層４１１上には、濃色層４１２ｃと淡色層４１２ｄとが
重なっている領域と、淡色層４１２ｄのみが配置されている領域とが存在することとなる
ので、濃色層４１２ｃの形成面積を変えることによって、反射型表示の色調を調整するこ
とが可能になっている。
【０１０２】
なお、図３（Ａ）又は（Ｂ）に示す態様は、必要に応じて、複数の色調のうちの少なくと
も一色について行われる。また、上記態様では、開口部上と反射層上のいずれか一方にお
いてのみ淡色部と濃色部とが共存したものを示しているが、開口部上と反射層上の双方に
おいて淡色部と濃色部とが共存していても構わない。この場合には、反射型表示と透過型
表示の双方の色調を共に調整することが可能になる。
【０１０３】
［第４実施形態］
次に、図４を参照して、本発明に係る第４実施形態の電気光学装置用基板５０１及び液晶
表示パネル５００について説明する。この実施形態においても、上記第１実施形態と同様
に構成された基板５０１，５０２、シール材５０３、液晶５０４、透明電極５１３，５２
１、位相差板５０５，５０７、偏光板５０６，５０８を備えているので、これらの説明は
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省略する。
【０１０４】
本実施形態においては、上記第１乃至第３実施形態のようにカラーフィルタが反射層を備
えた基板上に形成されている構成とは異なり、反射層５１１を備えた基板５０１にはカラ
ーフィルタが形成されていない代わりに、基板５０１に対向する基板５０２上にカラーフ
ィルタ５２２が形成されている。
【０１０５】
基板５０１上には上記各実施形態と同様に開口部５１１ａを備えた反射層５１１が形成さ
れ、この反射層５１１の上には透明な絶縁膜５１２が形成され、絶縁膜５１２の上に透明
電極５１３が形成されている。
【０１０６】
一方、基板５０２上には着色層５２２ｒ，５２２ｇ，５２２ｂが形成され、この各着色層
における上記開口部５１１ａと平面的に重なる部分には主に淡色部５２２ｄ（図５（Ａ）
又は（Ｂ）参照）が形成され、上記反射層５１１の開口部５１１ａと平面的に重なる部分
には、淡色部５２２ｄよりも光濃度の高い濃色部５２２ｃが主に配置されている。また、
そして、上記着色層の上には重ね遮光部５２２ＢＭ及び保護膜５２２ｐが設けられ、カラ
ーフィルタ５２２が構成されている。
【０１０７】
本実施形態では、反射経路Ｒを通過する光は着色層の淡色部を２回通過し、透過経路Ｔを
通過する光は濃色部５２２ｃを通過するので、光学的には第１実施形態と同様の作用効果
を奏することができる。
【０１０８】
この実施形態の電気光学装置用基板は基板５０２であり、上記先の実施形態とは異なり、
この基板５０２上には反射層が形成されていない。すなわち、本実施形態の電気光学装置
用基板は反射層の形成された基板５０１に対して対向する基板として形成されるものであ
り、このように反射層を備えていない電気光学装置用基板においても、画素毎に設けられ
た着色層の一部に濃色部を設けることによって反射半透過型の液晶表示パネルの色彩に関
する特性を向上させることができる。
【０１０９】
また、本実施形態では、図５（Ａ）に示すように、開口部５１１ａと平面的に重なる、濃
色部５２２ｃの配置されていない領域が存在し、しかも、その領域に淡色部５２２ｄが配
置されている。換言すれば、淡色部５２２ｄの一部は、開口部５１１ａと平面的に重なる
位置にも配置されている。
【０１１０】
また、図５（Ｂ）に示すように、反射層５１１と平面的に重なる、淡色部５２２ｄの配置
されていない領域が存在し、しかも、その領域に濃色部５２２ｃが配置されるように構成
してもよい。換言すれば、濃色部５２２ｃの一部は、反射層５１１と平面的に重なる位置
にも配置されていてもよい。
【０１１１】
上記のように構成することによって、第１実施形態と同様に、透過型表示又は反射型表示
の色調を低コストで容易に調整することが可能になる。
【０１１２】
なお、本実施形態では、反射層５１１の形成された基板５０１と対向する基板５０２上に
上記第１実施形態と同様の構造を備えたカラーフィルタ５２２を形成しているが、このカ
ラーフィルタ５２２の構造としては、上記第２実施形態と同様に淡色部上に濃色部を重ね
た構造であってもよく、また、上記第３実施形態と同様に濃色部上に淡色部を重ねた構造
であっても構わない。また、これらの場合には、第２実施形態の図２（Ａ）又は（Ｂ）に
示す場合と同様にカラーフィルタを構成してもよく、第３実施形態の図３（Ａ）又は（Ｂ
）に示す場合と同様にカラーフィルタを構成してもよい。
【０１１３】
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また、図４（Ａ）又は（Ｂ）に示す態様は、必要に応じて、複数の色調のうちの少なくと
も一色について行われる。また、上記態様では、開口部上と反射層上のいずれか一方にお
いてのみ淡色部と濃色部とが共存したものを示しているが、開口部上と反射層上の双方に
おいて淡色部と濃色部とが共存していても構わない。この場合には、反射型表示と透過型
表示の双方の色調を共に調整することが可能になる。
【０１１４】
［第５実施形態］
【０１１５】
次に、図５を参照して、本発明に係る第５実施形態の電気光学装置用基板及び電気光学装
置について説明する。図５は、本実施形態の液晶表示パネル６００の構造を模式的に示す
概略断面図である。
【０１１６】
この液晶表示パネル６００は、上記第１実施形態と同様に構成された基板６０１，６０２
、シール材６０３、液晶６０４、透明電極６１３，６２１、位相差板６０５，６０７、偏
光板６０６，６０８を備えているので、これらの説明は省略する。
【０１１７】
また、第１実施形態と同様に基板６０１の表面上に開口部６１１ａを備えた反射層６１１
が形成され、この反射層６１１の上にカラーフィルタ６１２が形成されている。本実施形
態において、カラーフィルタ６１２は、一様な色濃度を有する淡色層６１２ｒ，６１２ｇ
，６１２ｂと、重ね遮光部６１２ＢＭと、保護層６１２ｐとを有している。
【０１１８】
一方、基板６０２上には、反射層６１１の開口部６１１ａと平面的に重なる位置に限定し
て濃色層６２２ｒ、６２２ｇ、６２２ｂが形成され、この濃色層６２２ｒ、６２２ｇ、６
２２ｂの上に透明電極６２１が形成されている。この濃色層６２２ｒ、６２２ｇ、６２２
ｂは、上記淡色層６１２ｒ，６１２ｇ，６１２ｂの色濃度よりも高い色濃度を有している
。
【０１１９】
本実施形態では、反射経路Ｒを通過する光は、基板６０１上の淡色層を主に２回透過する
が、透過経路Ｔを通過する光は、主として上記淡色層を透過した後にさらに濃色層を透過
する。したがって、図１１に示す従来構造の液晶表示パネルに較べて、透過型表示の彩度
を高めることができ、反射型表示と透過型表示との色彩の差異を低減することができる。
【０１２０】
本実施形態では、図５（Ａ）に示すように、開口部６１１ａと平面的に重なる、例えば濃
色層６２２ｇの配置されていない領域が設けられ、当該領域では、淡色層６１２ｇのみが
開口部６１１ａと平面的に重なるように配置されている。したがって、開口部６１１ａと
平面的に重なる範囲においては、淡色層６１２ｇのみが配置されている部分と、淡色層６
１２ｇと濃色層６２２ｇとが重なり合っている部分とが共に存在することとなるため、濃
色層６２２ｇの形成面積を増減することによって透過型表示の色調を容易に調整すること
ができる。
【０１２１】
また、図５（Ｂ）に示すように、濃色層６２２ｇの一部が反射層６１１と平面的に重なる
位置にも配置されていてもよい。この場合には、反射層６１１と平面的に重なる範囲にお
いては、淡色層６１２ｇのみが配置されている部分と、淡色層６１２ｇと濃色層６２２ｇ
とが重なり合っている部分とが共に存在することとなるため、濃色層６２２ｇの形成面積
を増減することによって反射型表示の色調を容易に調整することができる。
【０１２２】
上記の構成は、色Ｇ以外の他の色についても同様に構成できる。また、複数の色のうち少
なくとも一つについて上記のように構成されていればよい。
【０１２３】
なお、本実施形態では、基板６０１上の淡色層が画素全体に形成され、基板６０２上の濃
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色層が反射層６１１の開口部６１１ａと平面的に重なる限定された範囲に構成されている
が、これとは異なり、基板６０１上の淡色層を反射層６１１の開口部６１１ａの部分を避
けるように形成してもよい。この場合には、上記第１実施形態と同様の光学的構成が得ら
れる。
【０１２４】
また、本実施形態では、反射層６１１の形成された基板６０１上に淡色層を形成している
が、これとは逆に、反射層の形成されている一方の基板上に濃色層を形成し、他方の基板
上に淡色層を形成してもよい。
【０１２５】
さらに、図１（Ａ）又は（Ｂ）に示す態様では、開口部上と反射層上のいずれか一方にお
いてのみ淡色部と濃色部とが共存したものを示しているが、開口部上と反射層上の双方に
おいて淡色部と濃色部とが共存していても構わない。この場合には、反射型表示と透過型
表示の双方の色調を共に調整することが可能になる。
【０１２６】
［第６実施形態］
次に、図７を参照して、本発明に係る第６実施形態として、電気光学装置用基板の製造方
法について説明する。この電気光学装置用基板の製造方法は、上記第１実施形態の液晶表
示パネル２００に用いられている電気光学装置用基板の製造に関するものである。
【０１２７】
基板２０１の表面上には、最初に、アルミニウム、アルミニウム合金、銀合金、クロムな
どの金属を蒸着法やスパッタリング法などによって薄膜状に成膜し、これを公知のフォト
リソグラフィ法を用いてパターニングすることによって図７（ａ）に示すように開口部２
１１ａを備えた反射層２１１を形成する。
【０１２８】
次に、図７（ｂ）に示すように、所定の色相を呈する顔料や染料等を分散させてなる着色
された感光性樹脂（感光性レジスト）を塗布し、所定パターンにて露光、現像を行ってパ
ターニングを行うことにより、着色層２１２ｒの淡色部を形成する。この淡色部は、上記
反射層２１１の開口部２１１ａ上の部分に非形成領域（開口部）を備えたパターン形状と
なっている。その後、上記淡色部よりも顔料や染料等の着色材の濃度を高くした感光性樹
脂を塗布し、上記と同様にしてパターニングを行うことにより、図７（ｃ）に示すように
濃色部２１２ｃを淡色部の非形成領域に形成する。このとき、画素間領域にも濃色部２１
２ｃが配置されるようにパターニングする。そして、上記と同様の工程を他の色相の着色
部２１２ｇ，２１２ｂについても繰り返し行うことにより、図７（ｄ）に示すようにそれ
ぞれ濃色部２１２ｃ及び淡色部２１２ｄを備えた各色の着色層を順次形成していく。ここ
で、各着色層は画素間領域において相互に重なるようにパターニングが行われ、複数（図
示例では３つ）の着色層が重なった重ね遮光層２１２ＢＭが形成される。本実施形態の重
ね遮光層２１２ＢＭは、上記図７（ｃ）に示すように異なる色相の濃色部２１２ｃが重な
ることによって構成されているので、高い遮光性を得ることができる。
【０１２９】
なお、着色層を形成する手順としては、上記とは逆に濃色部２１２ｃを形成してから淡色
部を形成しても構わない。また、複数の色相の着色層について淡色部を順次に形成してか
ら濃色部を順次に形成してもよく、その逆に、複数の色相の着色層について濃色部を順次
に形成してから淡色部を順次に形成してもよい。また、上記重ね遮光層の代りに、黒色樹
脂を配置することによって形成された黒色遮光層を形成してもよい。
【０１３０】
上記着色層の形成工程においては、感光性樹脂としてレべリング性の高い素材を用い、こ
れをスピンコーティング法などの平坦性を得易い方法で塗布する。その結果、各着色層の
表面は画素内においてほとんど平坦に形成される。
【０１３１】
このようにして形成された電気光学装置用基板は、図示しない保護層２１２ｐが形成され
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ることによって表面がほぼ平坦に形成される。その後、この電気光学装置用基板である基
板２０１を用いて図１に示す液晶表示パネル２００が形成される。
【０１３２】
図１に示す液晶表示パネル２００の製造に際しては、上記のように基板２０１上に形成さ
れたカラーフィルタ２１２の上に透明導電体をスパッタリング法により被着し、公知のフ
ォトリソグラフィ法によってパターニングすることにより透明電極２１３を形成する。そ
の後、透明電極２１３の上にポリイミド樹脂などからなる配向膜を形成し、ラビング処理
などを施す。
【０１３３】
次に、シール材２０３を介して上記の基板２０１を基板２０２と貼り合わせ、パネル構造
を構成する。このとき、基板２０２には、その表面上に既に透明電極２２１や上記と同様
の配向膜などが形成されている。基板２０１と基板２０２とは、基板間に分散配置された
図示しないスペーサやシール材２０３内に混入されたスペーサ等によってほぼ既定の基板
間隔となるように貼り合わせられる。
【０１３４】
その後、シール材２０３の図示しない開口部から液晶２０４を注入し、シール材２０３の
開口部を紫外線硬化樹脂等の封止材によって閉鎖する。このようにして主要なパネル構造
が完成された後に、上記の位相差板２０５，２０７や偏光板２０６，２０８が基板２０１
，２０２の外面上に貼着などの方法によって取り付けられる。
【０１３５】
［第７実施形態］
次に、図８を参照して、本発明に係る第７実施形態である電気光学装置用基板の製造方法
について説明する。この実施形態は、図２に示す第２実施形態の液晶表示パネル３００に
使用されている基板３０１に相当する電気光学装置用基板を製造する方法である。
【０１３６】
この実施形態においては、まず、図８（ａ）に示すように、基板３０１の上に開口部３１
１ａを備えた反射層３１１を形成する。
【０１３７】
次に、図８（ｂ）に示すように、この反射層３１１の上に着色層３１２ｒの淡色部３１２
ｄを形成する。この淡色部３１２ｄは反射層３１１の開口部３１１ａ上をも覆うように形
成される。このとき、画素間領域にも同様に淡色部３１２ｄが形成される。
【０１３８】
その後、図８（ｃ）に示すように、上記淡色部の上に、反射層３１１の開口部３１１ａの
直上に濃色部３１２ｃを形成し、淡色部上に部分的に濃色部３１２ｃが積層された着色層
３１２ｒが完成される。そして、このような工程を他の色相についても同様に繰り返し、
図８（ｄ）に示すように着色層３１２ｒ，３１２ｇ，３１２ｂを形成する。このとき、重
ね遮光部３１２ＢＭも上記と同様に形成される。本実施形態では、重ね遮光部３１２ＢＭ
は異なる色の淡色部３１２ｄが重ねられて構成されているが、第６実施形態と同様に濃色
部を重ねることによって構成してもよい。
【０１３９】
本実施形態においては、着色層を色相毎に順次形成しているが、上記淡色部を複数の色相
について形成した後に、濃色部を複数の色相について順次に形成しても構わない。
【０１４０】
なお、本実施形態の電気光学装置用基板を用いて図２に示す液晶表示パネル３００を形成
する場合には、上記第６実施形態と同様にして行う。
【０１４１】
［その他の構成例］
次に、図９を参照して、本発明に係る上記各実施形態の変形例について説明する。上記の
実施形態においては、濃色部の縁部と淡色部の縁部とが相互に密接している（第１実施形
態）か、或いは、濃色部と淡色部のうち一方が他方を完全に覆っている（第２実施形態及
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び第３実施形態）ため、反射層及び開口部が濃色部と淡色部のいずれかによって全て覆わ
れている。しかし、図９（ａ）又は（ｂ）に示す例では、濃色部２１２ｃ’、２１２”と
淡色部２１２ｄ’、２１２ｄ”との間に隙間が形成されていることにより、着色層で覆わ
れていない領域が設けられている。このようにすると、図９（ａ）に示すように開口部２
１１ａ’上に着色層のない領域が設けられている場合には透過型表示の色を薄くし、表示
を明るくすることができ、図９（ｂ）に示すように反射層２１１”上に着色層のない領域
が設けられている場合には反射型表示の色を薄くし、表示を明るくすることができる。そ
して、いずれの場合にも、上記の着色層のない領域の面積を変えることにより、各表示の
色調を調整することが可能になる。特に、このように隙間部分を有する場合には、図１０
の色度図において角印で示す濃色部の色調よりも光濃度の低い領域（図示破線で示す）に
も色調を調整することができる。
【０１４２】
また、図９（ｃ）及び（ｄ）には、淡色部３１２ｄ’、３１２ｄ”の縁部上に濃色部３１
２ｃ’、３１２ｃ”を乗り上げるように重ねた例を示す。このようにすると、図９（ｃ）
に示すように開口部３１１ａ’上で淡色部３１２ｄ’と濃色部３１２ｃ’とが重なり合っ
ている場合には透過型表示の色を濃くし、彩度を高めることができる。また、図９（ｄ）
に示すように反射層３１１”上で淡色部３１２ｄ”と濃色部３１２ｃ”とが重なりあって
いる場合には反射型表示の色を濃くし、彩度を高めることができる。そして、いずれの場
合にも、上記の重なり部分の面積を変えることにより、各表示の色調を調整することが可
能になる。特に、このように重ね部分を有する場合には、図１０の色度図において丸印で
示す濃色部の色調よりも光濃度の高い領域（図示破線で示す）にも色調を調整することが
できる。
【０１４３】
さらに、図９（ｅ）及び（ｆ）には、濃色部４１２ｃ’、４１２ｃ”の縁部上に淡色部４
１２ｄ’、４１２ｄ”を乗り上げるように重ねた例を示す。このようにすると、図９（ｅ
）に示すように開口部４１１ａ’上で淡色部４１２ｄ’と濃色部４１２ｃ’とが重なり合
っている場合には透過型表示の色を濃くし、彩度を高めることができる。また、図９（ｆ
）に示すように反射層４１１”上で淡色部４１２ｄ”と濃色部４１２ｃ”とが重なりあっ
ている場合には反射型表示の色を濃くし、彩度を高めることができる。そして、いずれの
場合にも、上記の重なり部分の面積を変えることにより、各表示の色調を調整することが
可能になる。特に、このように重ね部分を有する場合には、図１０の色度図において丸印
で示す濃色部の色調よりも光濃度の高い領域（図示破線で示す）にも色調を調整すること
ができる。
【０１４４】
なお、上記の図９（ａ）～（ｆ）に示す淡色部と濃色部との位置関係は、上記の第４実施
形態のように反射層とカラーフィルタとが異なる基板上に形成されている場合、上記の第
５実施形態のように淡色層と濃色層とが異なる基板上に形成されている場合にも、相互の
平面的な重なり関係において同様に適用し、構成することができる。すなわち、第４実施
形態及び第５実施形態においては、図９（ａ）及び（ｂ）に示すように、淡色部（淡色層
）と濃色部（濃色層）との間に平面的に隙間が形成されていてもよく、図９（ｃ）乃至（
ｆ）に示すように、淡色部（淡色層）と濃色部（濃色層）とが平面的に一部重なりあって
いてもよい。
【０１４５】
尚、本発明の電気光学装置用基板及び電気光学装置並びに電気光学装置用基板の製造方法
及び電気光学装置の製造方法は、上述の図示例にのみ限定されるものではなく、本発明の
要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【０１４６】
　例えば、以上説明した各実施形態においては、いずれもパッシブマトリクス型の液晶表
示パネルを例示してきたが、本発明の液晶表示パネルとしては、アクティブマトリクス型
の液晶表示パネル（例えば、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）やＴＦＤ（薄膜ダイオード）を
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スイッチング素子として備えた液晶表示パネル）にも同様に適用することが可能である。
【０１４７】
［電子機器の実施形態］
最後に、上記液晶パネルを含む液晶装置を電子機器の表示装置として用いる場合の実施形
態について説明する。図１２は、本実施形態の全体構成を示す概略構成図である。ここに
示す電子機器は、上記と同様の液晶パネル２００と、これを制御する制御手段１２００と
を有する。ここでは、液晶パネル２００を、パネル構造体２００Ａと、半導体ＩＣ等で構
成される駆動回路２００Ｂとに概念的に分けて描いてある。また、制御手段１２００は、
表示情報出力源１２１０と、表示処理回路１２２０と、電源回路１２３０と、タイミング
ジェネレータ１２４０とを有する。
【０１４８】
表示情報出力源１２１０は、ＲＯＭ（Read Only Memory）やＲＡＭ（Random Access Memo
ry）等からなるメモリと、磁気記録ディスクや光記録ディスク等からなるストレージユニ
ットと、デジタル画像信号を同調出力する同調回路とを備え、タイミングジェネレータ１
２４０によって生成された各種のクロック信号に基づいて、所定フォーマットの画像信号
等の形で表示情報を表示情報処理回路１２２０に供給するように構成されている。
【０１４９】
表示情報処理回路１２２０は、シリアル－パラレル変換回路、増幅・反転回路、ローテー
ション回路、ガンマ補正回路、クランプ回路等の周知の各種回路を備え、入力した表示情
報の処理を実行して、その画像情報をクロック信号ＣＬＫと共に駆動回路２００Ｂへ供給
する。駆動回路２００Ｂは、走査線駆動回路、データ線駆動回路及び検査回路を含む。ま
た、電源回路１２３０は、上述の各構成要素にそれぞれ所定の電圧を供給する。
【０１５０】
図１３は、本発明に係る電子機器の一実施形態である携帯電話を示す。この携帯電話２０
００は、ケース体２０１０の内部に回路基板２００１が配置され、この回路基板２００１
に対して上述の液晶パネル２００が実装されている。ケース体２０１０の前面には操作ボ
タン２０２０が配列され、また、一端部からアンテナ２０３０が出没自在に取付けられて
いる。受話部２０４０の内部にはスピーカが配置され、送話部２０５０の内部にはマイク
が内蔵されている。
【０１５１】
ケース体２０１０内に設置された液晶パネル２００は、表示窓２０６０を通して表示面（
上記の液晶表示領域Ａ）を視認することができるように構成されている。
【０１５２】
尚、本発明の電子機器は、上述の図示例にのみ限定されるものではなく、本発明の要旨を
逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。本発明に係る電子機器
としては、上記の例の他に、ディジタルウォッチ、ディジタルスチルカメラ、タッチパネ
ル、電卓、テレビジョン、プロジェクタ、ビューファインダ型、モニタ直視型のビデオテ
ープレコーダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、ワードプロセッサ、ワー
クステーション、テレビ電話機、ＰＯＳ端末機などがあげられる。そして、これらの各種
電子機器の表示部として本発明に係る電気光学装置を用いることができる。
【０１５３】
【発明の効果】
以上、説明したように本発明によれば、色調の調整を低コストで容易に行うことが可能に
なる。また、反射型表示と透過型表示とにおける色彩の差異を低減し、特に透過型表示に
おける彩度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る第１実施形態の液晶表示パネルの構造を模式的に示す概略断面図
である。
【図２】　本発明に係る第２実施形態の液晶表示パネルの構造を模式的に示す概略断面図
である。
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【図３】　本発明に係る第３実施形態の液晶表示パネルの構造を模式的に示す概略断面図
である。
【図４】　本発明に係る第４実施形態の液晶表示パネルの構造を模式的に示す概略断面図
である。
【図５】　本発明に係る第５実施形態の液晶表示パネルの構造を模式的に示す概略断面図
である。
【図６】　第１実施形態の電気光学装置用基板の平面構造を模式的に示す概略平面図であ
る。
【図７】　本発明に係る第６実施形態の電気光学装置用基板の製造方法を模式的に示す概
略工程図（ａ）～（ｄ）である。
【図８】　本発明に係る第７実施形態の電気光学装置用基板の製造方法を模式的に示す概
略工程図（ａ）～（ｄ）である。
【図９】　上記各実施形態に適用可能なその他の構成例を模式的に示す概略部分断面図（
ａ）～（ｄ）である。
【図１０】　本発明に係る色の調整効果を示すｘ－ｙ色度図である。
【図１１】　従来構造の反射半透過型の液晶表示パネルの構造を模式的に示す概略断面図
である。
【図１２】　本発明に係る電子機器の実施形態における構成ブロックを示す概略構成図で
ある。
【図１３】　上記電子機器の実施形態の一例として携帯電話の外観を示す斜視図である。
【符号の説明】
２００　液晶表示パネル
２０１，２０２　基板
２０３　シール材
２０４　液晶
２０５，２０７　位相差板
２０６，２０８　偏光板
２０９　バックライト
２１１　反射層
２１１ａ　開口部
２１２　カラーフィルタ
２１２ｒ，２１２ｇ，２１２ｂ　着色層
２１２ＢＭ　重ね遮光層
２１２ｃ　濃色部
２１２ｄ　淡色部
２１３，２２１　透明電極
Ｒ　反射経路
Ｔ　透過経路
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